
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原決定および本件勾留理由開示請求事件移送決定を取り消す。

　　　　　　　　　理　　　　由

　本件抗告の趣意は、別紙のとおりである。

　所論に対する判断に先立ち、職権により調査するに、記録によれば、申立人は、

昭和四七年三月三〇日強姦致傷被疑事件につき金沢簡易裁判所裁判官の発した勾留

状により勾留されたところ、同年四月五日金沢地方裁判所に勾留理由の開示を請求

したので、金沢地方裁判所裁判官は、同月六日勾留理由開示請求事件を金沢簡易裁

判所に移送する旨の決定をしたが、申立人は、同月七日この移送決定を不服として

金沢地方裁判所に準抗告を申し立て、同月一〇日準抗告が棄却されるや、同月一二

日準抗告棄却決定に対し特別抗告を申し立てたものであり、他方、申立人は、同月

一三日強姦致傷事件につき金沢地方裁判所に公訴を提起されたが、まだ第一回の公

判期日が開かれていないことが認められる。

　思うに、申立人の前示勾留に関する勾留理由の開示は、公訴の提起前においては、

勾留状を発した金沢簡易裁判所の裁判官が行なうのが正当であるが、公訴の提起後

においては、第一回公判期日前は、公訴の提起を受けた金沢地方裁判所の裁判官が、

また、第一回公判期日後は、同裁判所（受訴裁判所）がこれを行なうべきものであ

る（刑訴法二八〇条、刑訴規則一八七条、刑訴法八三条以下参照）。したがつて、

金沢地方裁判所裁判官がした前示勾留理由開示請求事件移送決定およびこれを是認

した原決定は、いずれもその決定の時点においては正当であつたが、公訴が提起さ

れた現在においては、もはや金沢簡易裁判所の裁判官は本件勾留理由の開示をする

ことはできないものであるから、前示移送決定および原決定は、いずれも決定に影

響を及ぼすべき法令の違反があるに帰し、これを取り消さなければ著しく正義に反

するものと認められる。
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　よつて、特別抗告趣意の所論に対する判断を省略し、特別抗告に準用すべき刑訴

法四一一条一号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

　　昭和四七年四月二八日

　　　　　最高裁判所第三小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　天　　　野　　　武　　　一

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　田　　　中　　　二　　　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　下　　　村　　　三　　　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　関　　　根　　　小　　　郷

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　坂　　　本　　　吉　　　勝
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